
ADR の分類（例） 
 
 
＜手続の種類に着目した分類＞ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜提供主体に着目した分類＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

紛争の解決を図るため、当事者

間の合意を調達しようとする

もの 

あらかじめ第三者の審理・

判断に従うという一般的合

意の下に手続を開始させる

もの 

調 整 型 裁 断 型 

（例）調停 
あっせん  等 

（例）裁定 
仲裁  等 

司 法 型 行 政 型 民 間 型 

裁判所内で行われる

もの 
 
 
(例)民事調停 

家事調停 
 

 
 

独立の行政委員会

や行政機関等が行

うもの 
 
(例)公害等調整委員会 

建設工事紛争審査会

（中央、地方） 
国民生活センター 

等 

民間組織や弁護士

会、業界団体等が運

営するもの 
 
(例)国際商事仲裁協会 

弁護士会仲裁センター 
各種ＰＬセンター

等 

わが国の ADR の分類（例） 



       手続 
対象紛争 

行政処分 
（裁決・決定等） 

行政処分以外 
（仲裁・調停・あっせん等） 

行政処分 

○ 国家公務員に対する不利益処分等の審査請求・異議申立てに

対する審査（人事院） 
○ 国税に関する法律に基づく処分の審査請求に対する審判（国税

不服審判所） 
○ 独占禁止法に違反する行為に対する課徴金納付命令の不服申

立ての審判（公正取引委員会） 
○ 鉱業権の設定に対する不服の裁定（公害等調整委員会） 
○ 労災補償保険給付に関する決定に対する再審査請求の裁決

（労働保険審査会） 
○ 健康保険の被保険者の資格等に関する処分に対する再審査請

求の裁決（社会保険審査会） 
○ 特許出願の拒絶査定等に対する不服の審判（特許庁） 
○ 公害健康被害の認定等に関する処分に対する審査請求の裁決

（公害健康被害補償不服審査会） 

 

行政処分以外 

 
○ 公害に係る紛争の裁定（公害等調整委員会） 
○ 不当労働行為の救済命令（労働委員会） 

○ 公害に係る紛争の仲裁、調停、あっせん（公害等調

整委員会） 
○ 建設工事の請負契約に係る紛争の仲裁、調停、あ

っせん（建設工事紛争審査会） 
○ 個別労働関係紛争のあっせん（都道府県労働局紛

争調整委員会） 
○ 労働争議の仲裁、調停、あっせん（労働委員会） 

紛争性なし 
（第一次的な行

政処分の手続） 

○ 独占禁止法に違反する行為等に関する審判（公正取引委員会） 
○ 海難の原因の探求等に関する審判（海難審判庁）  

 

第三者的な行政機関による紛争解決手続の類型（例示） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当事者以外の第三者（一方当事者の代理人又は代理人に準ずる者のみで構成される場合以外を想定）の関与形態 

両当事者と接触 （他方当事者が手続参加に合意しているか否かは問わない） 

紛争性（法令の適用により解決しうる民事に関する紛争）の有無 

紛 争 性 あ り 紛争性なし 

手続（訴訟上の和解を含まない）の開始時点における第三者の関与目的  

判断についての当事者の受諾義務※ 

両当事者に 
受諾義務あり 

一方当事者のみ 
受諾義務あり 

当事者の互譲による紛争解決のための合意形成の促進 
（受諾義務のある第三者の判断は提示しない） その他 

一方当事者

のみと接触 

適用 

裁定②

合意成立が見込まれない場合の和解勧試 

第三者が相当であると 
認めるときは、判断を提示 

手続終了 

仲 裁 

裁判外における第三者の関与による紛争の解決手続等の類型化のフロー・チャート 

裁定① 裁定③ 調 停 あっせん 

※受諾義務の意義 
  
受諾義務があると

は、当事者が、法律

上又は契約上、判断

に異議を述べること

が許されない（仲裁

のように、判断に従

うことが当然の前提

となっているものを

含む。）ことをいうも

のとする。 

相談（苦情

処理）① 
相談（苦情

処理）② 

適用対象外 

不適用 

合意形成の促進の手段 

判断提示以外の手段によっても合意形成促進 判断提示のみ 

受諾義務のある第三者の判断の 
提示による紛争の解決 

仲裁法規定の適用 

 



 

《
司
法
型 

・
行
政
型
》

《
民
間
型
》

○ 専門家の活用 
・ ADR 主宰業務 
・ ADR 代理業務 
・ 法律相談業務 

 

 

≪基本的事項≫ 
（対象非限定） 

 

○ 基本理念 

○ 国・地方の責務 

○ ADR 機関の役割 

○ 主宰者の役割 

○ 国民の役割 

○ 国の基本的施策 

 

≪調停手続（法）≫ 
 
○ 裁断型手続への移

行ルール 
 
・情報利用の制限 
・主宰者選任の制限 

＋ 
 
  ○体系的な手続 
    ルール 

≪一般的事項≫ 
（必要に応じて対象限定） 

 
○ 公正な手続運営

の確保 
○ 機関情報の提供 

○ 担い手の育成 
 
○ サ ー ビ ス 提 供 に

関 する重 要 事 項
の説明 

 
○ 主宰者の利害関

係情報の開示 
 
○ 秘密の保持 

○ 時効中断効 

○ 執行力 

○ 訴訟手続との連携 
・訴訟手続の中止 
・調停前置主義の不適用 
・ADR 利用の勧告 

≪特例的事項≫ 
（規定ごとに対象限定） 

 

             ［必要に応じて規定を見直し］ 

                                            仲裁法(案) 

 <

仲
裁>  <

相
談> 

ADR に関する基本的な法制（検討事項案） 

        ADR に関する基本的な法制の枠組み（イメージ） 

個別法令 

<

調
停
等> 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

弁
護
士
法 

民
法
・
民
訴
法
・
民
執
法
等 



 
 
 
 

 

 

 

ＡＤＲ主宰者に求められる能力（イメージ） 

裁断的（主宰者主導）解決 調整的（当事者主導）解決 ＜紛争解決における主宰者の関与＞ 

＜当事者が希望する紛争解決基準＞ 
法的(普遍的)規範 自律的(個別的)規範 


